
扶 養 親

族 数 

具体例 

 

０人 

 

本人    （１６歳未満） 

 

１人 

 

本人と妻 本人と１６歳以上の子 本人が障害者 

本人が寡夫 

 

２人 

 

本人と妻と１６歳以上の子 配偶者が障害者 

本人が勤労学生で子が１６歳以上（勤労学生本人の給与所得（事業

所得、給与所得、退職所得、雑所得）の合計が 65万円以下で、なおかつ給与所

得以外の所得が 10万円以下であること。） 

３人 

 

 

本人が寡夫で、子が１６歳以上の障害者 

配偶者が同居特別障害者（同居特別障害者は同居扶養親族の中に

障害 1・2級(精神障害は 1級)に該当する人） 

 


